様式第２号
[bookmark: _GoBack]都市公園愛護運営会　変更協定書

　　　　　　　　　　　　　（以下「甲」という。）と岡崎市長（以下「乙」という。）は、岡崎市公園愛護運営会設置要綱（以下「設置要綱」という。）の規定に基づき、次のとおり内容を変更し、協定を締結する。なお、第１項を除き従前の協定内容と変更のない項目については記入を省略できる。

１　甲が活動を行う都市公園の名称　※変更が無くても記入すること

２　甲が活動を行う都市公園の目指す姿

３　都市公園の目指す姿を達成するための活動（必要に応じて公園平面図に記入）
　（必須作業）
　　☑清掃活動（　　　㎡）
　　☑トイレ清掃（　　箇所）
　　☑除草・草刈り（　　　㎡）
　　☑公園施設の日常点検
　　☑遊具破損等不具合の市への連絡＆応急的な使用禁止対応
　　☑公園の利用調整
　（選択作業）
　　□花壇の設置
　　□花壇の管理
　　□市主催の花壇コンクール参加
　　□プランターの設置
　　□プランターの管理　
　　□農園の設置
　　□農園の管理　　
　　□地域活性化／地域交流を目的としたイベント
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　□防犯パトロール
　　□中低木の管理
　　□遊具等公園施設のペンキ塗り
　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※従前の協定から一つでも実施作業に変更がある場合、変更のない作業も含め、実施する作業全てをチェックすること

４　代表者住所・氏名・電話番号
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	〒



	
	氏　名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	電話番号
	



５　乙は甲の活動内容に応じて、各年度の予算の範囲内で、設置要綱に規定する報償金を支払うことができる。

６　本変更協定の有効期間は、令和　年　月　日から甲の解散の日までとする。

７　本変更協定に疑義が生じた時は、甲乙は誠意をもって協議を行う。

８　今回記入がない項目を含め、本協定の内容に変更が生じた時は、速やかに都市公園愛護運営会変更協定書（様式第２号）により、協定内容を改めること。

９　本変更協定を証するため、２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各１通を保持すること。

令和　　年　　月　　日

甲　（団体名）　　　　　　　　　　　　　　　
代表者　　　　　　　　　　　　　　　印

乙　　岡崎市　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者　岡崎市長　　　　　　　　　　印

